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企業集団の体制及び方針 

(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を

確保するための体制 

当社は、以下の基本理念および経営方針を定めております。 

【基本理念】 

わたしたちは信頼関係を大切にし、お客さまの豊かな人生の実現を通じて社会に貢献する企

業をめざします。 

【経営方針】 

１．常にお客さまの立場を考えたサービスを提供する。 

２．創造力豊かで挑戦する勇気のある人を育てる。 

３．人間性を尊重し風通しの良い魅力ある職場をつくる。 

当社は、平成29年３月30日開催の取締役会において、業務の適正を確保するための体制の整備

に関する基本方針（「内部統制システム構築の基本方針」）を一部改定する決議をいたしました。

なお、改定内容は、平成29年４月１日付の組織変更に伴い必要な見直しを図ったものであり、業

務監査委員会やリスクを統括管理する部署の設置について追加したものであります。 

改定後の当該基本方針の内容は次のとおりであります。 

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

イ．企業倫理・法令遵守の基本姿勢を明確にするため、「基本理念」、「経営方針」のもと、

当社及び当社の子会社等の全役員及び全従業員を対象として「行動指針」及びコンプライ

アンスに関する行動規準である「The Orico Group Code」を制定し、その徹底を図ります。 

ロ．取締役会を定期的に開催するなどにより、取締役が相互に職務執行の法令・定款適合性を

監視するための体制を確保します。 

ハ．コンプライアンスに関する事項の審議等を行う「コンプライアンス委員会」を設置し、当

社及び当社の子会社等におけるコンプライアンスの推進を図ります。また、適正な業務運

営を確保するための内部管理態勢を整備することにより、法令及び社内規程等を遵守しま

す。 

ニ．内部通報制度を設け、当社及び当社の子会社等の違法行為、不正行為等に対する監視体制

を構築します。 

ホ．個人情報管理につきましては、個人情報保護法並びに経済産業省ガイドライン、金融庁ガ

イドライン等との適合性を確保するため、社内規程を整備のうえ、個人情報統括責任者を

定め、また専門部署を設置して、その適正な管理を行います。 

へ．財務報告の信頼性確保のため、内部統制室を責任部署として内部統制システムの整備を行

い、その仕組みが適正に機能することを評価し必要な是正を行うとともに、金融商品取引

法及び関係法令等との適合性を確保します。 

ト．当社及び当社の子会社等は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、

一切の関係遮断に向けた基本方針及び規程等を定め、一元的な管理態勢を設けます。また、

「The Orico Group Code」において、役職員の意識の醸成と徹底を図ること、経営トップ

以下の組織全体で対応することを定めるなど、反社会的勢力との一切の関係遮断に向けた

態勢を構築します。 

チ．業務監査部を設置し、当社及び当社の子会社等に対する内部監査を独立の立場で実施します。

また、「業務監査委員会」を設置し、業務執行に関する知見や専門的・客観的意見を取り入れ

ることにより、内部監査の充実を図ります。 
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② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

イ．取締役会について、その議事録を法令及び社内規程等に基づいて所定の期間保存し、管理

します。 

ロ．代表取締役その他関連する重要な組織の長等で構成する経営会議について、その議事録を

社内規程等に基づいて所定の期間保存し、管理します。 

ハ．その他、稟議書、契約書等の文書等について、社内規程等に基づいて所定の期間保存し、

管理します。 

ニ．情報セキュリティに関する専門部署を設置し、情報セキュリティ管理体制を構築します。 

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

イ．「統合リスク管理委員会」を設置し、当社業務に関する各種リスクを統合的に把握・管理

することを目的として、審議・調整を行います。また、多様化するリスクを管理する統括

部署を設置し、リスク管理体制の強化を図ります。 

ロ．各種リスクの重要度に応じ、委員会等を設置するとともに、必要に応じて専門部署による

適切なリスク管理体制を構築します。 

ハ．大規模地震等による緊急事態発生時の対応並びに事業継続管理に関して、「事業継続管理

規程」を制定し、影響の極小化及び業務の迅速かつ効率的な復旧を行う体制を構築します。 

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

イ．取締役会を定期的に開催し、「取締役会規則」において決議事項及び運営方法等を定め、

その適正な運営を図るとともに、法令で定められた事項や経営に関する重要な事項等の意

思決定及び業務執行状況の監督を行います。 

ロ．経営会議を原則週１回開催し、取締役会付議事項の事前審議及び重要事項の審議・決定を

行います。 

ハ．執行役員制度を導入し、経営と業務執行の役割と責任を明確化します。 

ニ．職務の分掌及び権限に関する規程を定め、効率的な業務執行と手続の遵守を図ります。 

⑤ 当社及びその子会社等からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 

イ．子会社等の経営管理全般を所管する専門部署を設置し、また、業務上密接な関係を持つ業

務所管部をそれぞれ定め、両部署が連携することにより効率的かつ実効性のある子会社等

の管理を行います。 

ロ．子会社等の経営管理に関する規程等において、事業計画管理、リスク管理、コンプライア

ンス等の実施基準等を定め、このうち経営上の重要事項については、承認をすること又は

報告を受けることとし、必要な管理・指導を行うことにより企業集団における業務の適正

を確保する体制を構築します。 

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する

事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示

の実効性の確保に関する事項 

イ．監査役の直属の組織として監査役室を設置し、所属する使用人は専属で監査役の職務を補

助するものとします。 

ロ．当該使用人の人事異動につきましては、あらかじめ常勤監査役の同意を得るものとします。 

ハ．当該使用人は監査役以外の者より指揮命令を受けることがないものとします。 
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⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他監査役への報告に関する事項

及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

イ．会社の現況及び重要事項の決定について、的確に伝達するために、監査役は経営会議、統

合リスク管理委員会、コンプライアンス委員会その他重要な会議又は委員会に出席し、必

要があると認めたときは意見を述べることができるものとします。 

ロ．監査役は、当社又は当社の子会社等の会計監査人、監査役、取締役、その他使用人より適

宜報告を受けることができるものとします。また、子会社等の経営管理全般を所管する専

門部署等より適宜子会社等に関する事項の報告を受けることができるものとします。なお、

上記報告者は当該報告の実施を理由として不利な取扱いを受けることがないものとします。 

ハ．監査役は、会長及び社長と定期的に会社の現況や課題等について情報交換を行い、経営全般

について監査の観点から必要に応じて提言することなどができるものとします。また、会計

監査人と定期的に情報交換を行うなどにより連携を確保することができるものとします。 

ニ．常勤監査役は、業務監査部から定期的に業務報告を受けるなどにより連携を確保するなど

し、業務執行状況を確認することができるものとします。また、子会社等の監査役と定期

的に情報交換を行い、企業集団における監査の充実を図ることができるものとします。 

ホ．監査役の職務執行について生ずる費用については会社が負担するものとします。また、そ

の費用はあらかじめ定められた手順に則り処理を行うこととします。 

 

(注) 本基本方針において、｢子会社等｣とは、当社の連結子会社及び当社が指定する持分法適用関連会社

を指します。 

 

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

・当社及び子会社等の行動規準として「The Orico Group Code」を制定しており、定期的な研

修等により全従業員への徹底を図っております。 

・子会社等も含めたコンプライアンス事項を審議するため、当期はコンプライアンス委員会を

８回開催いたしました。また、従来２年毎に実施しているコンプライアンス全社アンケート

をリニューアルし、当期は社員意識調査として実施いたしました。 

・割賦販売法や貸金業法の監督指針に基づく業務運営状況について、内部管理部門による新た

な検証態勢を整備し、定期的な検証を行っております。 

・内部通報制度の充実化のために通報窓口の複線化（社内・社外）を行い、子会社等も含む全

社への周知徹底により適切に運用しております。 

・反社会的勢力の排除態勢としては、コンプライアンス推進室において企画立案や啓蒙活動を

行い、反社会的勢力の排除に向けた取組を厳格に実施し、定期的に取組状況を取締役会に報

告しております。また、当期も全役員及び部室長を対象にしたコンプライアンストップセミ

ナーを開催し、更なる意識の醸成を図りました。 

・内部監査体制としては、業務監査部により本社・営業店・子会社等に定期監査及びフォロー

アップ監査を実施しております。また、内部監査の充実を図るべく、平成29年４月１日付で

業務監査委員会を設置いたしました。 

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

・取締役会や経営会議の議事録は適正に記録され、法令及び社内規程等に基づいて各所管部に

て適切に保存し、閲覧可能な状態を維持しております。 

・情報セキュリティ管理体制に関しては、サイバー攻撃への備えとして平時・有事それぞれの

態勢の整備に向けた取組を強化しており、当期は全社訓練も初めて実施いたしました。 
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③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

・当社業務に関する各種リスクを統合的に把握・管理するために、当期は統合リスク管理委員

会を４回開催いたしました。また、多様化するリスクを総合的に管理することを目的に、平

成29年４月１日付でリスク統括部を新設いたしました。 

・その他、クレジット対策委員会、ＡＬＭ委員会、オリコ戦略システム委員会等を定期的に開

催し、個別の重要リスクに関して適宜対応を審議・決定しております。 

・事業継続管理体制に関し、緊急事態として想定すべきリスクの棚卸や初動体制等を適宜見直

しており、大規模地震を想定した全社総合訓練を毎期実施しております。 

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

・当期は取締役会を14回開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項等の意思決定

及び業務執行状況の監督を適切に行っております。また、取締役会の実効性評価を開始いた

しました。 

⑤ 当社及びその子会社等からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 

・子会社等の経営管理全般を担うグループ事業部において、グループ経営管理規程に基づき業

績やコンプライアンス等の管理・指導を行い、業務所管部と連携した業務支援を行っており

ます。 

・当期は企業集団における内部統制強化のために、子会社等との情報共有の場としたグループ

内部統制連絡会やコンプライアンス連絡会を開催いたしました。 

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する

事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示

の実効性の確保に関する事項 

・業務執行部門から独立した監査役室に専従社員を配置しており、監査役の指示に基づき日々

補佐業務に専念しております。 

⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他監査役への報告に関する事項及

びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

・監査役は取締役会及び経営会議のほか、各種委員会等の重要会議へ出席し、適宜必要な意見

を述べております。 

・業務部門からの業務執行報告のほか、業務監査部や会計監査人とも定期的な意見交換を行っ

ております。 

・グループ会社監査役会の開催や会長及び社長との定期的な情報交換、更に連携強化を目的と

した社外取締役との情報交換会等により認識共有を図りました。 
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コーポレートガバナンスの体制 

当社は、以下のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び基本方針を定めておりま

す。 

【コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び基本方針】 

１．基本的な考え方 

当社は、当社の基本理念等に基づき、目指すべき姿として「真に社会から存在意義を認め

られ、分割・決済ニーズのあるお客さまに最高の金融サービス・商品を提供することにより、

お客さまの豊かな生活と夢の実現に貢献」を掲げ、持続的な成長と中長期的な企業価値の向

上を図ってまいります。このためには、経営の透明性やステークホルダーに対する公正性

を確保し、かつ、迅速・果断な意思決定が重要であると考えており、当社の経営環境を踏ま

え、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでまいります。 

２．基本方針 

① 当社は株主の権利を尊重し株主が適切に権利の行使ができる環境の整備と株主の平等

性を確保するための適切な対応を行う。 

② 当社は社会的責任の重要性を認識し、株主以外のステークホルダーとの適切な協働に向

けた取組を行う。 

③ 当社は財務情報や非財務情報について法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に

基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組む。 

④ 当社の取締役会は株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ会社の持続的成長と中長

期的な企業価値の向上に向けた役割・責務を適切に果たす。 

⑤ 当社は経営戦略および財務・業績状況等に関する情報を適時･適切に開示するとともに、

ＩＲ活動の充実を図り、株主・投資家等からの信頼と評価を得ることを目指す。 
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連結株主資本等変動計算書 
自 平成28年４月１日 
至 平成29年３月31日 

（単位：百万円 未満切り捨て）

 株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 150,015 859 118,516 △15 269,377

当期変動額   

新株の発行（新株予約
権の行使） 

12 12  24

親会社株主に帰属する 
当期純利益  28,690  28,690

自己株式の取得  △0 △0

自己株式の処分  0 0 0

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）   

当期変動額合計 12 12 28,690 0 28,715

当期末残高 150,028 872 147,206 △14 298,092

 
 

 その他の包括利益累計額 

新株 

予約権 

非支配 

株主 

持分 

純資産

合計 
その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延 
ヘッジ
損益 

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る調整
累計額 

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 596 △410 △60 4,400 4,526 98 21 274,023

当期変動額    

新株の発行（新株予約
権の行使） 

   24

親会社株主に帰属する 
当期純利益    28,690

自己株式の取得    △0

自己株式の処分    0

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 1,742 137 6 △714 1,171 △2 0 1,169

当期変動額合計 1,742 137 6 △714 1,171 △2 0 29,884

当期末残高 2,338 △272 △53 3,685 5,698 96 21 303,908
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連結注記表 
 
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 
 

(1) 連結の範囲に関する事項 

① 連結子会社の数 14社 

主要な連結子会社の名称 

株式会社オリコビジネス＆コミュニケーションズ オリファサービス債権回収株式会社 

株式会社オートリ 株式会社ＣＡＬ信用保証 

日本債権回収株式会社 Orico Auto Leasing(Thailand)Ltd. 

 その他８社 

異動状況･････該当事項はありません。 

② 非連結子会社 

該当事項はありません。 

③ 開示対象特別目的会社 

開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社を利用した取引の概要及び開示対象特別

目的会社との取引金額等については、「７．開示対象特別目的会社に関する注記」に記載して

おります。 

 

(2) 持分法の適用に関する事項 

① 持分法適用の非連結子会社 

該当事項はありません。 

② 持分法適用の関連会社の数 ４社 

主要な持分法適用関連会社の名称 

伊藤忠オリコ保険サービス株式会社 

株式会社オリコオートリース 

株式会社オリコビジネスリース 

その他１社 
異動状況･････該当事項はありません。 

③ 持分法適用関連会社の決算日は、すべて連結決算日と一致しております。 

 

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の決算日は、すべて連結決算日と一致しております。 

 

(4) 有価証券の評価基準及び評価方法 

その他有価証券  

・時価のあるもの 

 

連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し､売却原価は移動平均法により算定） 

・時価のないもの 移動平均法による原価法 
 

(5) デリバティブの評価基準及び評価方法 

すべてヘッジ会計を適用しております。 

 

(6) 販売用不動産の評価基準及び評価方法 

個別法による原価法[切放し法]（連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定）によっております。 
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(7) 固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

・建物及び構築物 定額法 

(但し、平成28年３月31日以前に取得した一部の建物附属設備及び構築物は定率法) 

・建物及び構築物以外の有形固定資産 定率法 

② 無形固定資産 

・ソフトウエア 定額法（自社利用可能期間 ５年又は10年） 

③ リース資産 

・所有権移転外ファイナンス・リース 定額法 

 

(8) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

割賦売掛金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に、回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上しております。 

② 賞与引当金 

従業員の賞与に備えるため、支給見込額を計上しております。 

③ 役員退職慰労引当金 

連結子会社において 、役員に対する退職慰労金に備えるため、規程に基づく当連結会計年度末

要支給見込額を計上しております。 

④ ポイント引当金 

カード会員及びクレジット利用顧客に付与したポイントの使用による費用負担に備えるため、

当連結会計年度末における将来の使用見込額を計上しております。 

⑤ 利息返還損失引当金 

利息制限法の上限金利を超過する利息の返還請求に備えるため、過去の返還実績及び 近の返

還状況を勘案して当連結会計年度末における返還請求見込額を計上しております。 

 

(9) 退職給付に係る会計処理の方法 

① 退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方

法については、給付算定式基準によっております。 

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 

当社の過去勤務費用については、従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（13年）による

定額法により損益処理しており、数理計算上の差異については、従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（当社は13年、連結子会社（１社）は５年）による定額法により、翌連結会計

年度から損益処理することとしております。 

 

(10) 収益の計上基準 

信販業における主要な収益の計上は、次の方法によっております。 

① 会員手数料 

部門別収益の計上は、原則として期日到来基準により次の方法によっております。 

包括信用購入あっせん ７･８分法及び残債方式 

個別信用購入あっせん ７･８分法及び残債方式 

信用保証 保証契約時に計上、残債方式 

融資 残債方式 

信用保証部門においては、繰上返済に伴い発生する保証料の返戻金額に備えるため、返戻予定

見込額を控除して収益認識しております。 

② 加盟店手数料 

加盟店との立替払契約履行時に計上しております。 
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(11) 繰延資産の処理方法 

社債発行費は、償還までの期間にわたり定額法により償却しております。 
 

(12) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。 

但し、金利スワップの特例処理の要件を満たすものについては、特例処理を採用しております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段･････デリバティブ取引（金利スワップ取引及び金利オプション取引） 

ヘッジ対象･････借入金の金利（市場金利等の変動によりキャッシュ・フローが変動するもの） 

③ ヘッジ方針 

将来の金利変動によるリスクを回避することを目的としてデリバティブ取引を行っております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段の指標金利と、ヘッジ対象の指標金利との変動幅について、相関性を求めることに

より行っております。 

⑤ リスク管理体制 

デリバティブ取引については、取締役会にて決定された社内管理規程を設けており、同取引に

関する取組方針、取扱基準、管理方法及び報告体制について定めております。 

デリバティブ取引の執行については、取締役会の承認を得ることとなっており、その執行及び

管理は相互牽制の働く体制となっております。 

 

(13) のれんの償却方法及び償却期間 

20年以内の均等償却であります。 

 

(14) 消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 

なお、固定資産に係る控除対象外消費税等は「その他（投資その他の資産）」に計上し、５年間

で均等償却を行っております。 

 

２．会計方針の変更に関する注記 
 

平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用 

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取

扱い」(実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当連結会計年度に適用し、平成28年４月１

日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更して

おります。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

 
（追加情報） 

繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用 

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３

月28日）を当連結会計年度から適用しております。 
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３．連結貸借対照表に関する注記 
 

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務 

① 担保に供している資産 
資産流動化受益債権 2,400百万円 

建物及び構築物 185百万円 

土地 570百万円 

計 3,155百万円 

② 担保に係る債務 
短期借入金 170百万円 

債権流動化借入金 2,400百万円 

計 2,570百万円 

 
(2)「資産流動化受益債権」は、割賦売掛金を流動化したことに伴い保有する信託受益権等の債権で

あります。 

 
(3) 有形固定資産の減価償却累計額             35,175百万円 

 

(4) 「債権流動化借入金」は、割賦売掛金を流動化したことに伴い発生する債務であります。 

 
(5) 保証債務 

従業員の金融機関からの住宅借入金に対する保証      520百万円 

 

４．連結損益計算書に関する注記 
 

信販業収益の内訳 

包括信用購入あっせん収益 45,210百万円 

個別信用購入あっせん収益 61,626百万円 

信用保証収益 61,125百万円 

融資収益 28,927百万円 

その他 1,846百万円 
（注）１．各部門収益には、割賦売掛金の流動化による収益が次のとおり含まれております。 

包括信用購入あっせん収益 16,695百万円 

個別信用購入あっせん収益 42,134百万円 

融資収益 14,900百万円 

計 73,730百万円 

２．事業収益の事業別内訳 

個品割賦 76,458百万円 

カード・融資 73,897百万円 

銀行保証 39,333百万円 

決済・保証 6,810百万円 

その他 11,042百万円 

計 207,543百万円 
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５．連結株主資本等変動計算書に関する注記 
 

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 当連結会計年度
期首株式数 

(千株) 

当連結会計年度
増加株式数 

(千株) 

当連結会計年度 
減少株式数 

(千株) 

当連結会計年度
末株式数 

(千株) 

発行済株式  

普通株式       (注) 1,717,951 212 － 1,718,163

第一回Ⅰ種優先株式  140,000 － － 140,000

合計 1,857,951 212 － 1,858,163

（注）普通株式の発行済株式総数の増加（212千株）は、新株予約権（ストック・オプション）が行使され普

通株式が交付されたことによるものであります。 

 

(2) 剰余金の配当に関する事項 

基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議（予定） 株式の種類 

配当金の
総額 

(百万円)
配当の原資

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成29年６月27日
定時株主総会 

普通株式 3,436 利益剰余金 2.00
平成29年 
３月31日 

平成29年 
６月28日 

第一回Ｉ種
優先株式 

1,589 利益剰余金 11.35
平成29年 
３月31日 

平成29年 
６月28日 

 

(3) 当連結会計年度末における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）の

目的となる株式の種類及び数 

   普通株式         716千株 

 

６．金融商品に関する注記 
 

(1) 金融商品の状況に関する事項 

当社グループの主な事業は「信販業」であり、事業を行うために銀行等金融機関からの借入金

のほか、コマーシャル・ペーパー及び社債の発行、債権流動化による直接金融等によって資金

調達を行っております。 

当社グループが保有する金融資産は主として個人に対する営業債権であり、顧客の信用リスク

は、専門の部署を設置し与信状況、信用状況の管理を行っております。また、「職務権限規程」

及び「与信手続」に基づいた与信審査体制を構築するとともに、延滞債権等についても、専門

部署を設置し対応するなどリスクの低減を図っております。 

資金調達については、調達手段の多様化、複数の金融機関からのコミットメントラインの取得、

市場環境を考慮した長短のバランスの調整などによる流動性リスクの管理を行っております。 

なお、デリバティブ取引については、将来の金利変動によるリスクを回避することを目的に行

っており、投機目的の取引はありません。 
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(2) 金融商品の時価等に関する事項 

当連結会計年度末における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

おりであります。 
（単位：百万円 未満切り捨て） 

 連結貸借対照表 
計上額 (注)１ 時価 (注)１ 差額 (注)１ 

① 現金及び預金 

② 営業債権            (注)２ 

③ 投資有価証券 

その他有価証券 

④ 支払手形及び買掛金 

⑤ 短期借入金 

⑥ その他（流動負債） 

コマーシャル・ペーパー 

⑦ 社債 

⑧ 長期借入金 

（１年内返済予定の長期借入金含む） 

⑨ デリバティブ取引        (注)３ 

ヘッジ会計が適用されているもの 

198,498 

1,325,870 

 

5,458 

(114,585)

(47,736)

 

(176,400)

(150,000)

(874,086)

(272)

198,498 

1,353,056 

 

5,458 

(114,585) 

(47,736) 

 

(176,400) 

(149,742) 

(875,044) 

 

 

(272) 

－ 

27,185 

 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

(△257)

(957)

 

 

－ 

(注)１．負債に計上されている項目については（ ）で表示しております。 

２．営業債権には、割賦売掛金及び資産流動化受益債権が含まれており、当該貸倒引当金を控除しており

ます。また、割賦売掛金の連結貸借対照表計上額には、割賦利益繰延相当額が含まれております。 

なお、債務保証（信用保証割賦売掛金）の時価は29,120百万円であります。 

３．デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる

項目については（ ）で表示しております。 

４．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

① 現金及び預金 

満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、帳簿価額によっております。 

満期のある預金については、１年以内の短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、

帳簿価額によっております。 

② 営業債権 

割賦売掛金は、資産流動化受益債権を含めて元利金の将来キャッシュ・フローを見積り、市場金利

で割り引いて時価を算定しております。なお、国外拠点の割賦売掛金につきましては、返済見込み

期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額から貸倒見積額を控除した金額と近似しているものと想

定されるため、当該金額をもって時価としております。また、延滞債権等につきましては、回収可

能性を勘案して回収不能見込額を算定しているため、時価は帳簿価額から貸倒見積額を控除した金

額に近似しており、当該金額をもって時価としております。 

③ 投資有価証券 

時価について、株式は取引所の価格によっております。また、投資信託については、公表されてい

る基準価格によっております。 

④ 支払手形及び買掛金 

短期間で決済される場合は、時価は帳簿価額と近似していることから、帳簿価額によっております。 

なお、集金保証業務に係るものを除いております。 

⑤ 短期借入金及び⑥ コマーシャル・ペーパー 

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、帳簿価額によっております。 

⑦ 社債 

市場価格によっております。 



- 14 - 

⑧ 長期借入金及び１年内返済予定の長期借入金 

長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利及び当社グループの信用状態を反映

していることから、時価は帳簿価額と近似していると想定されるため、帳簿価額によっております。

固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した長期借入金の元利金の合計額（金利スワップの

特例処理の対象とされた長期借入金（「⑨ デリバティブ取引」参照）については、その金利スワッ

プのレートによる元利金の合計額）を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を

算定しております。 

⑨ デリバティブ取引 

原則的処理方法によるものは、取引金融機関から提示された価格等によっております。 

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理され

ているため、その時価は、長期借入金の時価に含めて記載しております（「⑧ 長期借入金及び１年

内返済予定の長期借入金」参照）。 

※ 債務保証 

契約上の保証料から信用リスク等を控除したうえで、将来キャッシュ・フローを見積り、市場金利

で割り引いて時価を算定しております。 

５．非上場株式（連結貸借対照表計上額6,099百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロー

を見積ることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「③ 投資有価証券」に

は含めておりません。 

 

７．開示対象特別目的会社に関する注記 
 

(1) 開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の概要 

金融資産の流動化 

当社では、資金調達先の多様化を図り、安定的に資金を調達することを目的として、クレ

ジット債権等の流動化を実施しております。かかる流動化案件の一部において当社は、合同

会社を特別目的会社として利用しております。 

当社は、前述したクレジット債権等をまず信託銀行へ信託譲渡し、その信託受益権のうち

一部の優先部分が当該特別目的会社に譲渡されます。当該特別目的会社は譲渡された優先信

託受益権に基づいた資産担保貸付を裏付けとして社債等を発行し資金を調達し、これを優先

受益権売却代金として当社が受領することにより、資金調達を行っております。また、一部

流動化案件では貸付の実行を行っております。 

当該特別目的会社を利用した流動化の結果、平成29年３月末において、取引残高のある特

別目的会社は６社（うち、２社は事業初年度の決算未確定）あり、当該特別目的会社４社の

直近の決算日における資産総額（単純合計）は64,952百万円、負債総額（単純合計）は64,748

百万円であります。また、事業初年度の決算未確定の２社の当初の純資産額（単純合計）は

105百万円であります。 

なお、いずれの特別目的会社についても、当社は議決権のある株式等は有しておらず、役

員及び従業員の派遣もありません。 

 

(2) 当連結会計年度における特別目的会社との取引金額等 

金融資産の流動化 

 
主な取引の金額又は 
当連結会計年度末残高 

主な損益 

（項目） （金額） 

譲渡資産 （百万円）  （百万円）

優先受益権       (注) 73,200 － － 

貸付金 2,400 受取利息 4 

（注）譲渡対価の金額を記載しております。 
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８．１株当たり情報に関する注記 
 

(1) １株当たり純資産額                95円33銭 
 

(注)１株当たり純資産額は以下の式に基づき算定しております。 

１株当たり純資産額 ＝ 
純資産の部の合計額－新株予約権－非支配株主持分－優先株式の発行金額等

期末の普通株式の発行済株式数－期末の普通株式の自己株式数 

 

(2) １株当たり当期純利益 

① 普通株式に係る１株当たり当期純利益       15円44銭 

② 第一回Ⅰ種優先株式に係る１株当たり当期純利益  15円44銭 

 

９．重要な後発事象に関する注記 
 

当社は、平成29年５月11日開催の取締役会において、当社定款第12条の２の規定に基づき、第一

回Ｉ種優先株式を一部取得すること、及び当該取得を条件として会社法第178条に基づき当該株式

の消却を行うことを決議いたしました。 

 

(1) 取得及び消却の理由 

当社における株主還元にあたっての基本方針は、強固な経営基盤を築くことにより、適正な自

己資本の水準を確保しつつ安定的・継続的な配当を実施することとしており、また優先株式を

買入れ償還することも当社の重要な経営課題としております。 

今般、上記の方針に則り、翌連結会計年度の利益計画等を踏まえ、平成29年８月に予定されて

いる優先配当年率の引上げや今後の金利上昇リスク等も勘案のうえ、第一回Ｉ種優先株式を保

有する株式会社みずほ銀行よりその一部を取得（強制償還）し消却することといたしました。 

 

(2) 取得の内容          

① 取得する株式の種類     第一回Ｉ種優先株式 

② 取得する株式の総数     70,000,000株   （注）１ 

③ １株当たりの取得価額    1,051円85銭    （注）２ 

④ 株式の取得価額の総額    73,629,500,000円 

⑤ 取得の相手方への通知日   平成29年５月11日 

⑥ 取得予定日         平成29年５月31日 

（注）１．当初発行株式数は140,000,000株であり、取得後の未取得株式数は70,000,000株となります。 

２．当社定款第12条の２に基づき算出しております。第一回Ｉ種優先株式発行時の払込金額は１株当

たり1,000円であります。 

 

(3) 消却の内容 

① 消却する株式の種類     第一回Ｉ種優先株式 

② 消却する株式の総数     70,000,000株 

③ 消却予定日         平成29年６月27日 
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株主資本等変動計算書 
自 平成28年４月１日 
至 平成29年３月31日 

（単位：百万円 未満切り捨て）

 株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本
合計 資本 

準備金

その他
資本 
剰余金

資本 
剰余金
合計 

その他 
利益剰余金 利益 

剰余金 
合計 繰越利益

剰余金 

当期首残高 150,015 850 － 850 107,404 107,404 △1 258,269

当期変動額    

新株の発行（新株予約権
の行使） 12 12 12   24

当期純利益  27,138 27,138  27,138

自己株式の取得   △0 △0

自己株式の処分  0 0  0 0

株主資本以外の項目の当
期変動額（純額）    

当期変動額合計 12 12 0 12 27,138 27,138 0 27,163

当期末残高 150,028 863 0 863 134,542 134,542 △0 285,432

 

評価・換算差額等 
新株予約権 純資産合計 その他有価証券

評価差額金 繰延ヘッジ損益
評価・換算 
差額等合計 

当期首残高 594 △410 183 98 258,551

当期変動額  

新株の発行（新株予約権
の行使）  24

当期純利益  27,138

自己株式の取得  △0

自己株式の処分  0

株主資本以外の項目の当
期変動額（純額） 1,740 137 1,877 △2 1,875

当期変動額合計 1,740 137 1,877 △2 29,039

当期末残高 2,334 △272 2,061 96 287,591
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個別注記表 
 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 
 

(1) 資産の評価基準及び評価方法 

① 関係会社株式 

移動平均法による原価法 

② その他有価証券 

・時価のあるもの 

 

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

・時価のないもの 移動平均法による原価法 

③ デリバティブ 

すべてヘッジ会計を適用しております。 
 

(2) 固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

・建物及び構築物 定額法 

(但し、平成28年３月31日以前に取得した構築物は定率法)

・建物及び構築物以外の有形固定資産 定率法 

② 無形固定資産 

・ソフトウエア 定額法（自社利用可能期間 ５年又は10年） 

・施設利用権 定額法 

③ 投資その他の資産 

・長期前払費用 定額法 

④ リース資産 

・所有権移転外ファイナンス・リース 定額法 
 

(3) 引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

割賦売掛金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に、回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上しております。 

② 賞与引当金 

従業員の賞与に備えるため、支給見込額を計上しております。 

③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。 

・退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期末までの期間に帰属させる方法につ

いては、給付算定式基準によっております。 

・数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 

過去勤務費用については、従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（13年）による定

額法により損益処理しており、数理計算上の差異については、従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（13年）による定額法により、翌期から損益処理することとしておりま

す。 

④ ポイント引当金 

カード会員及びクレジット利用顧客に付与したポイントの使用による費用負担に備えるため、

当期末における将来の使用見込額を計上しております。 

⑤ 利息返還損失引当金 

利息制限法の上限金利を超過する利息の返還請求に備えるため、過去の返還実績及び 近の返

還状況を勘案して当期末における返還請求見込額を計上しております。 
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(4) 収益の計上基準 

① 会員手数料 

部門別収益の計上は、原則として期日到来基準により次の方法によっております。 

包括信用購入あっせん ７･８分法及び残債方式 

個別信用購入あっせん ７･８分法及び残債方式 

信用保証 保証契約時に計上、残債方式 

融資 残債方式 

信用保証部門においては、繰上返済に伴い発生する保証料の返戻金額に備えるため、返戻予定

見込額を控除して収益認識しております。 

② 加盟店手数料 

加盟店との立替払契約履行時に計上しております。 
 

(5) 繰延資産の処理方法 

社債発行費は、償還までの期間にわたり定額法により償却しております。 
 

(6) ヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。 

但し、金利スワップの特例処理の要件を満たすものについては、特例処理を採用しております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段･････デリバティブ取引（金利スワップ取引及び金利オプション取引） 

ヘッジ対象･････借入金の金利（市場金利等の変動によりキャッシュ・フローが変動するもの） 

③ ヘッジ方針 

将来の金利変動によるリスクを回避することを目的としてデリバティブ取引を行っております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段の指標金利と、ヘッジ対象の指標金利との変動幅について、相関性を求めることに

より行っております。 

⑤ リスク管理体制 

デリバティブ取引については、取締役会にて決定された社内管理規程を設けており、同取引に

関する取組方針、取扱基準、管理方法及び報告体制について定めております。デリバティブ取

引の執行部署は財務部であり、取締役会にて承認された取引につき執行し、その執行状況につ

いては、定期的に経営会議に報告を行う体制となっております。 
 

(7) 退職給付に係る会計処理 

退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法

は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。 
 

(8) 消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 

なお、固定資産に係る控除対象外消費税等は「その他（投資その他の資産）」に計上し、５年間

で均等償却を行っております。 
 

２．会計方針の変更に関する注記  
平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用 

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取

扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当期に適用し、平成28年４月１日以後に

取得した構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 
 

(追加情報) 

繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用 

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３

月28日）を当期から適用しております。 
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３．貸借対照表に関する注記  
(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務 

① 担保に供している資産  

資産流動化受益債権 2,400百万円 

② 担保に係る債務  

債権流動化借入金 2,400百万円 
 

(2)「資産流動化受益債権」は、割賦売掛金を流動化したことに伴い保有する信託受益権等の債権で

あります。 
 

(3) 関係会社に対する金銭債権、債務 

① 金銭債権  

短期金銭債権（関係会社短期貸付金を含む） 202,359百万円 

② 金銭債務  

短期金銭債務 32,470百万円 

長期金銭債務 101,000百万円 
 

(4) 有形固定資産の減価償却累計額              31,921百万円 
 

(5) 「債権流動化借入金」は、割賦売掛金を流動化したことに伴い発生する債務であります。 

 

(6) 保証債務 

他の会社等の金融機関からの借入債務に対し、次のとおり保証を行っております。 

Orico Auto Leasing(Thailand)Ltd. 5,868百万円 

従業員（住宅借入金） 520百万円 

計 6,388百万円 

 

４．損益計算書に関する注記  
(1) 事業収益の各部門収益には、割賦売掛金の流動化による収益が次のとおり含まれております。 

包括信用購入あっせん収益 16,695百万円 

個別信用購入あっせん収益 42,134百万円 

融資収益 14,900百万円 

計 73,730百万円 
 

(2) 関係会社との取引高 

営業取引高  

営業収益 25,140百万円 

営業費用 10,991百万円 

その他の取引高 12,047百万円 

 

５．株主資本等変動計算書に関する注記 
 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
当期首 

株式数(千株)
当期増加 

株式数(千株)
当期減少 

株式数(千株) 
当期末 

株式数(千株)

自己株式  

普通株式 (注) 5 0 2 3

（注）普通株式の自己株式の増加（0千株）は、単元未満株式の買取りによるものであり、減少（2千株）
は、新株予約権（ストック・オプション）の権利行使によるものであります。 
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６．税効果会計に関する注記 
 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 
繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限度超過額 29,136百万円 

利息返還損失引当金繰入額 7,816百万円 

減損損失 8,177百万円 

退職給付引当金繰入額 2,273百万円 

繰越欠損金 56,444百万円 

その他 8,272百万円 

繰延税金資産小計 112,119百万円 

評価性引当額 △93,771百万円 

繰延税金資産合計 18,348百万円 

繰延税金負債  

繰延税金負債合計 △1,061百万円 

繰延税金資産の純額 17,286百万円 

 

７．関連当事者との取引に関する注記 
 

(1) その他の関係会社 

会社等の 
名称 

議決権等の
被所有割合
（％） 

関連当事者 
との関係 

取引の内容 
取引金額
(百万円)

科目 
期末残高
(百万円)

株式会社 
みずほ銀行 

直接 48.68 

資金の借入 

資金の借入 
（純額） 

20,000

１年内返済予定
の長期借入金 

29,000

長期借入金 101,000

利息の支払 1,019 未払費用 11

融資業務提携

提携
ﾛｰﾝ
保証

債務保証 81,498 信用保証買掛金 608,949

保証料の
受取 

8,761 － －

銀行
保証

債務保証 292,638 信用保証買掛金 545,778

保証料の
受取 

15,920
流動資産のその
他 

1,433

（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等 
金利、保証料率等は他の一般的取引条件の水準を参考に決定しております。 

２．株式会社みずほ銀行は、その他の関係会社の子会社にも該当します。 

 

(2) その他の関係会社の子会社 

会社等の 
名称 

議決権等の
被所有割合
（％） 

関連当事者 
との関係 

取引の内容 
取引金額
(百万円)

科目 
期末残高
(百万円)

みずほ信託銀行 
株式会社 

直接  0.06 融資業務提携
提携
ﾛｰﾝ
保証

債務保証 20,601 信用保証買掛金 147,787

保証料の
受取 

2,936 － －

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等 
   金利、保証料率等は他の一般的取引条件の水準を参考に決定しております。 
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８．１株当たり情報に関する注記  
(1) １株当たり純資産額                  85円84銭 

 

(注)１株当たり純資産額は以下の式に基づき算定しております。 

１株当たり純資産額 ＝  
純資産の部の合計額－新株予約権－優先株式の発行金額等 

期末の普通株式の発行済株式数－期末の普通株式の自己株式数 

 

(2) １株当たり当期純利益 

① 普通株式に係る１株当たり当期純利益         14円61銭 

② 第一回Ⅰ種優先株式に係る１株当たり当期純利益    14円60銭 

 

９．重要な後発事象に関する注記 
 

当社は、平成29年５月11日開催の取締役会において、当社定款第12条の２の規定に基づき、第一

回Ｉ種優先株式を一部取得すること、及び当該取得を条件として会社法第178条に基づき当該株式

の消却を行うことを決議いたしました。 

 

(1) 取得及び消却の理由 

当社における株主還元にあたっての基本方針は、強固な経営基盤を築くことにより、適正な自

己資本の水準を確保しつつ安定的・継続的な配当を実施することとしており、また優先株式を

買入れ償還することも当社の重要な経営課題としております。 

今般、上記の方針に則り、翌期の利益計画等を踏まえ、平成29年８月に予定されている優先配

当年率の引上げや今後の金利上昇リスク等も勘案のうえ、第一回Ｉ種優先株式を保有する株式

会社みずほ銀行よりその一部を取得（強制償還）し消却することといたしました。 

 

(2) 取得の内容          

① 取得する株式の種類     第一回Ｉ種優先株式 

② 取得する株式の総数     70,000,000株   （注）１ 

③ １株当たりの取得価額    1,051円85銭    （注）２ 

④ 株式の取得価額の総額    73,629,500,000円 

⑤ 取得の相手方への通知日   平成29年５月11日 

⑥ 取得予定日         平成29年５月31日 

（注）１．当初発行株式数は140,000,000株であり、取得後の未取得株式数は70,000,000株となります。 

２．当社定款第12条の２に基づき算出しております。第一回Ｉ種優先株式発行時の払込金額は１株当

たり1,000円であります。 

 

(3) 消却の内容 

① 消却する株式の種類     第一回Ｉ種優先株式 

② 消却する株式の総数     70,000,000株 

③ 消却予定日         平成29年６月27日 

 


